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｢お客さまの声白書｣は昨年度発行の2011年度版で5周年を迎え、本年度は６年目の発行となります。

過去５年間を振り返って、当社の取り組みや今後当社に期待すること･目指すべき姿等について、

日頃から消費者の声と接する機会が多く、損害保険業界にも詳しいお２人にお話を伺いました。

まごころと誠意とスピード感で、

感動を与える保険会社へ。

当社では、お客さまの声を商品･サービスの 会社の強い決意と潔い姿勢の表れであり、評価され

ることだと思います。

ありがとうございます。お客さまの声に真摯

当社では、お客さまの声を活かす取り組みを
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改善につなげていくために2007年から毎年｢お客

さまの声白書｣を作成していますが、この活動につ

いて率直なご感想をお聞かせいただけますか。

高橋　お客さまから寄せられる要望や苦情と、それ

に対する改善内容を公表している会社は非常に少

ないと思います。とくに苦情は、会社のマイナスイ

メージになりかねないものですから、正面から向き

合い、積極的に公表することは大変な勇気が必要で

す。損保ジャパンが敢えて｢お客さまの声白書｣を発

行するのは、お客さまの声を会社の課題として真摯

に受け止め、着実に業務に反映させていこうという

見えて変わってきたと感じます。行動指針を画一的

なマニュアルとして整備するのではなく、例えば、

支払部門の社員に｢SCクレド(信条)｣を示し、どのよ

うな心構えで仕事をするべきかを明確にしました。

さまの要望に応える心のこもった対応ができるよ

うになったのではないでしょうか。

　これまで保険会社の保険金支払部門は、公共的

な使命を担う企業として公正･中立性を強く意識し

てきました。保険金を正しく支払うために、例えば

自動車保険などでは加害者となった契約者と被害

者との間に立ち、公平な紛争解決を果たすことが保

険会社の社会的使命だったのです。しかし最近では、

お客さまを第一に考える｢お客さまの代行者｣とい

う意識と自覚が芽生え、お客さまの主張や想いを真

摯に受け止めて望んでいる解決に導く姿勢が感じ

られるようになりました。

当社の社員や代理店のお客さま対応につい

て、今後さらに期待されることがありましたら教え

てください。

高橋　保険のトラブルはほとんどが保険金の支払

い段階で発生しますが、近時、説明不足や理解不足

によるトラブルが多く見受けられます。消費者保護

の観点から裁判でも説明責任が厳しく問われます

から、お客さまの理解度を十分に踏まえながら、丁

寧でわかりやすい説明を行ってほしいと思います。

　また、保険会社はお客さまに選ばれる立場にあり、

昨今の厳しい競争の中で、お客さまは保険会社を選

択する際にプラスαの価値を求めるようになりま

した。もちろん金融機関ですから、他のお客さまと

の公平性を欠く不適正な行為などがあってはなり

に耳を傾け、活かしていく取り組みはまだまだ道半

ばだと思つていますが、取り組み姿勢に対するアド

バイスなどはありますか。

高橋　心情的にクレームなどはどうしても隠した

くなるものですし、トラブルになった場合でも、その

場限りの対応に終始してしまいがちです。しかし、

苦情やトラブルも全員で共有すれば再発防止にな

り、商品･サービスの品質向上にもつながります。つ

まり、お客さまの声や苦情は｢宝の山｣なのです。そ

こにはお客さまの潜在的なニーズが隠されており、

業務にいち早く取り入れることが会社を成長させ

るチャンスになります。社員や代理店のみなさんに

｢お客さまの声が業務改善の出発点になる｣という

意識を今以上に浸透させ、定着させることが大切だ

と思います。

はじめ、最もお客さまからの評価が高い会社｢お客

さま評価日本一｣を目指しさまざまな取り組みを

行っていますが、業務内容をご覧になって、その成

果が出ていると感じられる点はございますか?

高橋　社員のみなさんのお客さまへの対応は、目に

ませんが、「まごころ」をもってできる限りお客さま

の要望や期待に応えていってほしいと思います。

お客さまの求めるプラスαの価値について、

ありがとうございます。これからもお客さま

その結果、ぶれない軸ができ、社員の方たちはこの　　具体的に教えていただけませんか?

軸にしたがって、それぞれの場面で自ら考え、お客

高橋　ひとつわかりやすい例をあげると｢スピード

感｣ということになると思います。どれだけ丁寧に

事故解決をしても、保険金の支払いが遅く、不安を

抱えるお客さまを長い間待たせてしまえば｢誠意が

ない｣という苦情につながってしまいます。迅速で

あることは、お客さまに対する最も大切な誠意のひ

とつです。より一層、業務のスピードアップを果た

し｢お客さま評価日本一｣へ邁進していただきたい

と思います。

の声に応えられる業務改善と、お客さまに尽くすマ

インド醸成の両輪で、お客さまの期待に応える保険

会社を目指してまいります。
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務を専門に30年のキャリアを有し､大学非常勤講師の経験もある｡損

保ジャパン顧問弁護士を務め､保険会社社員や代理店に向けた講演･研

修も行っている｡同法律事務所は､弁護±11名が所属し､損害賠償･企

業法務･倒産処理等の法律業務を幅広く取り扱う。
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